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1 資料1=1_J

行政刷新会議ワ■キンググループ (ヽ規制仕分け)

評価者名簿 (民間有識者等)(案)

【ワーキンググル
ープA】

市川 員 ニ  ク レディロスイス証券(株)チーフロマーケツト・ストラテデスト

岩瀬 大 輔  ラ イフネット生命保険 (株)代 表取締役副社長

小野 俊介  東 京大学大学院薬学系研究科准教授

久住 英 ニ  ナ ビタスクリニツク立川院長

高芝 利 仁  弁 護士 (高芝法律事務所)

土屋 了 介  財 団法人癌研究会顧間

飛松 純 一  弁 護士/東 京大学大学院准教授

山本 豊    京 都大学大学院法学研究科教授

吉田 あ つし 筑 波大学大学院システム情報工学研究科教授

(五十音順口敬称略)

…
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【ワ〒キンググループB】

安念 潤 司  中 央大学法科大学院教授

梶川 融    太 陽ASG有 限責任監査法人総括代表社員

伊永 隆 史  首 都大学東京都市教養学部教授

佐藤 泉    弁 護士 (佐藤泉法律事務所)

高橋 進    (株 )日 本総合研究所副理事長

永久 寿 夫  (株 )PHP研 究所代表取締役常務

松村 敏 弘  東 京大学社会科学研究所教授

盛田 清 秀  日 本大学生物資源科学部食品ビジネス学科教授

山内 敬    (株 )黒 壁執行役員/元 高島市副市長

山本 謙 治  農 産物流通コンサルタント

(五十音順 ・敬称略)
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【副大臣 ・大臣政務官 ・総理補佐官】

平野 達 男  内 閣府副大臣 (規制改革担当)

園田 康 博
'内

閣府大臣政務官 (規制改革担当)

寺田 学    総 理大臣補佐官 (行政刷新担当)

(五十音順,敬称略)

(留意点)

※1 評 価者がいずれのワーキンググJb―プに所属するかについては、各ワー

キンググループの参加予定人数等を考慮して、変更することがあり得る。

※2 副 大臣・大臣政務官・総理補佐官は、両方のワーキンググル‐プに参加

することができる。

※3 直 接的な利害関係者は、評価者として規制仕分け作業には加わらないも

、ヽ の とする。
※4 行 政刷新会議の議員は、評価者として参加することができる。

※5 行 政刷新会議事務局職員やワーキンググルニプの評価者が、コーディネ
ーターとして加わる場合がある (評価は行わない)。

※6 対 象項目に知見を有する有識者がt参考人として加わる場合がある (評

価は行わない。)
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資料 1-2

規制仕分けの対象となる項目 (案)

【ワーキンググループA】

○ 一 般用医薬品のインターネット等販売規制

○ 訪 問看護ステーションの開業要件

○ 医 薬品及び医療機器の審査手続

○ マ ンシヨン投資への悪質な勧誘

○ 貴 金属等の買取業者による自宅への強引な訪問買取

○ パ ーソナル ・サポート・サニビス推進上の諸課題

【ワTキ ンググルァプB】

○ 我 が国酪農の競争力強化のための見直し

○ 認 定農業者制度

○ 農 業用施設用地の大規模野菜生産施設等建築による農地転用基準

○ 電 気自動車の急速充電器の設置に係る電力契約の規制

○ リチウムイオン電池の取扱規制

○ 再 生可能エネルギーの導入に関する規制 (保安林 ・国有林)



資料2-11

平成23年 3月 2日

行 政 昴1新 会 議

平成 23年 における 「国丸ごと仕分け」(行政事業レビュー)に ついて (案)

「国丸ごと仕分け」(行政事業レビュT。 以下 「レビュー」という。)は 、各府省自らが、

自律的に、概算要求前の段階において、原則すべての事業について、予算が最終的にどこ

に渡り (支出先)、何に使われたか (使途)と いつた実態を把握し、これを国民に明らか

にした上で、事業仕分けの手法も用いながら事業の内容や効果の点検を行い、その結果を

予算の概算要求や執行等に反映させる取組である。

レビューの取組の最大のポィントは、チェックの過程を公表することを前提に、・各府省、

とりわけ担当者 ・担当部局が、その実施事業にういて執行実態を踏まえながらゼロベース

で点検を行い、自ら改善することにある。

この取組を通じて、例えば、前任者から引き継いだ事業を効果等の検証なしに実行して

はいないか、その事業は現場で真に評価されるものになっているか、そもそも厳しい財政

事情の下で優先的に実行しなければならない事業なのかといった観点から継続的に真倹1な

見直しを行っていくことで、公共サービスの質の向上が図られていく。こうした取組は、

行政に携わる者の使命そのものであり、これを積み重ねていくことで、行政に対する国民

の信頼を得ていくことも期待される。

レビュ■が、本格実施の初年である平成23年 において着実に進められるよう、以下、

統一的なルールを示す。

1｀基本原則

レビューは、事業仕分けの内生化 ・定常化を図るものであることから、「『事業仕分け』

の基本原則の確認」(平成 22年 3月 11日 行政刷新会議)を 踏まえ実施しなければな

らない`

2 体 制整備            ‐

(1)予 算監視 ・効率化チームを中心とした取組体制の整備

① 各府省は、「予算編成等の在り方の改革について」(平成21年 10月 23日 閣議

決定)等 に基づき設置された予算監視・効率化チ∵ム (以下 「チ早ム」という。)

を中心に、レビューに取 り組む責任者 ・担当者を定めるとともに、地方支分部局等
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を含めた関係者が連携 ・協力できる体制を構築するものとする。

② チ エムは、基本的に以下の取組を行うものとする。

ア 各 部局が作成する行政事業レビューシート(以下 「レビューシート」という。)

の適切な記入の指導

イ 外 部有識者の参画を得た公開の場での事業の点検及び評価 (公開プロセス)

ウ 担 当部局による事業の点検結果及び予算の支出先、使途といった実態や成果を

踏まえた事業それぞれの厳しい点検

エ ウ の点検の結果 (所見)の とりまとめ

オ チ ームの所見を踏まえた担当部局における事業の改善状況の点検

力 当 該府省全体の概算要求への反映状況の確認及びとりまとめ,

(2)行 動計画の策定

各府省は、行政刷新会議事務局 (以下 「事務局」という。)が 別途定める期日まで

に行動計画を策定し、事務局に提出するものとする。行動計画には、以下の事項に係

る基本的な考え方及び取組を定めるものとする。

① レ ビューの取組体制

② 予 算の支出先や費目・使途ゃ現場確認など実態把握

③ レ ビューシートの作成及び公表

④ 公 開プロセスの実施を含めた事業の点検

⑤ 点 検結果の概算要求及び予算執行への反映

⑥ 国 民や職員からの意見 ・提言募集、人事評価への反映などレビューの実効性向上

のための取組

⑦ そ の他当該府省の取組において必要な事項

③ 平 成23年 の取組のスケジュール

3 レ ビュニシートの作成等

(1)事 業単位の整埋

各府省は、平成22年 度の事業 (同年度限りで終了した事業を含み、庁費など各府

省の事務的経費、人件費等は除く。)に ついて、4月 中旬までに、点検の対象となる

事業の単位 (以下 「事業単位」という。)を 整理する。事業単位の整理に当たっては、

国民に対する説明責任を果たす観点から、事業内容が国民にとってわかりやすいもの

となるよう、特に留意するものとする。

(2)レ ビューシートの作成 `公表

① 各 府省は、事業単位ごとに、別途、事務局が示す様式にしたがうて、レビューシ

…
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―卜を作成する。

レビュマシー トの作成に当たっては、国民に対する説明責任を果たす観点から、

支出先や費日 ,使途の十分な把握とわかりやすい記述が行われるよう、特に留意す

るものとする。

なお、必要に応じ、資料を添付しても差支えないが、国民の目から見たわかりや

すさを確保するため、必要最小限の情報の追カロに留めるものとする。

② 事 業所管部局は、予算の支出先、使途といった実態や成果を踏まえ、事業の厳し

い点検を行うものとする。

③ レ ビューシートについては、事業の目的、概要、各年度の執行額、成果目標、事

業所管部局による点検結果など記入可能な事項を記入の上、

ア 公 開プロセスの対象となる事業 (以下 「公開プロセス対象事業」という。)に

係るものについては、原則として公開プロセスの開始日の10日 前までに、

イ そ の他の事業 (以下 「公開プロセス非対象事業」という。)に 係るものについ

ては6月 末、遅くとも7月上旬までに

各府省のホームページ等において公表し (中間公表)、当該事業の見直しに関する

国民からの意見募集を行うものとする。その際、国民がレビューの過程で公表され

る情報に容易にアクセスできるものとなるよう、事務局が別途示す方法により公表

を行うものとする。

④ 国 民に対する情報開示及びレビューによる点検結果の概算要求への反映状況の検

証等に活用するため、

ア 平 成 23年 度から開始された事業 (平成23年 度新規事業)

イ 平 成 24年 度予算概算要求において新規に要求する事業

についても、レビュァシー トに事業の目的、概要、成果目標など記入可能な事項を

記入の上、公表するものとする。

アの事業に係るものは平成22年 度の事業と同じ時期に、イの事業に係るものに

ついては、本年は9月 中旬を目途に公表するものとする`

4 公 開プロセスの実施

(1)対 象事業の選定

① チ ームは、以下の基準のいずれかに該当する事業の中から、公開プロセス対象事

業を選定するものとする。

ア 事 業の規模が大きく、又は政策の優先度の高いもの   '

イ 長 期的又は継統的に取り組んでいる事業等で、執行方法、制度等の改善の余地
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が大きいと考えられるもの

ウ 事 業の執行に関して、過去に、会計検査院、総務省行政評価局、マスコミなど

内外から問題点を指摘されているもの

工 そ の他公開の場で外部の視点による検証を行うことが有効と判断されるもの

② そ の際、公開プロセス対象事業の点検に限られた時間と人的労力を効果的かつ効

率的に活用するため、政策評価における平成22年 度実績評価の対象となる施策に

関連する事業又は①アの基準に該当する事業に重点を置きつつ選定を行うものとす

る。                    `

また、原則として、事業単位で1億円未満のものについては対象としないものと

する。ただし、複数の1億円未満の事業を一括りにして、その総額が1億円を超え

る場合はこの限りではない。

③ 事 務局は、各府省が選定した公開プロセス対象事業のほかに、又はその一部若し

くは全部に替えて、①及び②に照らして公開プロセスの対象に追加すべき事業があ

ると判断する場合、各府省に対し、対象事業の追加を求めることができる。

④ 各 府省は、公開プロセス対象事業の数を当該府省の所掌する事業数の多寡等を踏

まえて判断する。また、公開プロセスの実施期間はおおむねlγ 3日程度を目途に、

事業数に応じて設定するものとする。なお、レビューの対象事業数が一けたである

など極めて少なく、かつ、①の基準に該当する事業がないと考える府省は、公開プ

ロセスの取扱いについて、事業単位を整理する段階で、事務局に事前に協議を行う

ものとする。

(2)外 部有識者等の選定方法

① 公 開プロセスに参加する外部有識者は各府省及び行政層1新会議が、公開プロセス

のコーディネ∵ターは行政帰1新会議が指名する。

② 公 開プロセスに参加する外部有識者及びコーディネニターは、以下のいずれかの

要件を満たす者の中から、過去の実績:′職歴等を勘案して指名するものとする。

・予算の実際の使われ方など予算執行の現場に知見を有する者

・行政全般、個別の行政分野の在り方等に識見を有する者

・独立行政法人や公益法人の仕組み ・実態 ・問題等に知見を有する者

・民間取引の実態や、地域や現場で生じている問題等に知見を有する者

0事業仕分けやレビューの公開プロセスの経験を有する者
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③ 各 府省が指名する外部有識者のうち、公開プロセス対象事業の執行に関し利害関

係がある者及び過去 3年 間において公開プロセス対象事業を所管している部局に設

置されている審議会 ・検討会等の委員 ・専門委員等になっていた者は、当該事業に

係る議論及び評価に参加することができない。

④ 各 府省が指名する外部有識者が②及び③に照らして不適当であると認められる場

合は、行政昴1新会議は、各府省に対し、外部有識者の交代を求めることができる。

(3)事 前勉強会及び現地ヒアリングの実施等

各府省は、公開プロセスの実施に先立ち、外部有識者に対し、公開プロセス対象事

業に係る事前勉強会及び現地ヒアリングの機会を随時提供するとともに、外部有識者

から資料の提供、現地ヒアリングの実施等の要請があった場合には、誠実かつ迅速に

対応するものとする。

(4)公 開プロセスの進め方   ‐

① 公 開プロセスは、コーディネニターの指揮の下で実施する。

② 公 開プロセスに参加する外部有識者は6名 とし、各府省及び行政昴1新会議が指名

した外部有識者からそれぞれ3名 を充てる。

③ 評 価は事業の内容の検証を中心に行うものとし、評価の選択肢は、「廃止」、「抜

本的改善」、「一部改善」及び 「現状通り」の4つ とする。それぞれの選択肢の基本

的な考え方は以下のとおり.

0廃止 :事業全体として効果が薄い場合、国の事業として実施する必要性が認めら

れない場合等

・抜本的改善 :効果の薄いメニューが多いなど、仮に国の事業としての必要性は認

められても事業内容について大幅な見直しが必要と判断される場合等

・一部改善 :国の事業としての必要性は認められるが、効果の薄いメニューがいく

つか含まれるなど事業内容の一部に見直す点がある場合等

・現状通り:特段見直す点が認められない場合等

④ 評 価結果のとりまとめ役は、原則として、予算監視 ・効率化チームの長である副

大臣又は大臣政務官が務めるものとする。評価結果は、外部有識者の評価において

最も得票数が多い選択肢によるものとし、最も得票数が多い選択肢が複数ある場合

は、とりまとめ役が、票数全体の分布、外部有識者のコメント、評価に至るまでの

議論等を総合的に勘案して判断するものとする (「現状通り」を除く。)。



⑤ と りまとめ役は、評価結果を発表するとともに、評価結果にとりまとめコメント

を付すものとする。とりまとめコメントは、評価に至るまでの議論の内容を踏まえ、

特に事業所管部局が事業の見直し等に当たつて留意すべき点を説明するものとす

る。なお、評価結果及びとりまとめコメントは、概算要求に当たっての最終判断と

なるものではないが、公開の場での議論の結果であることを踏まえ、各府省におけ

る概算要求に向けての事業の検討において最大限尊重することが必要である。

⑥ な お、公開プロセスまでに、課題の整理にとどまらず、具体的な 「見直し案」を

明示し、その内容について議論及び評価を行うといつた積極的な取組は推奨される

べきものであるが、このような取組を行う場合には、十分な時間的余裕を持って、

事務局に事前に協議を行うものとする。

(5)実 施時期

公開プロセスは、5月下旬から6月末までを目途に実施することを原則とする:

5 公 開プロセス後の点検

(1)点 検を行う体制

点検を行う事業の数が数百にも及ぶような府省においては、事業の十分な点検を行

う観点から、チームの下に複数のワーキングチエムを設け分担して点検を行うなど、

厳正な点検を効率的に行える体制を整備するものとする。

(2)外 部有識者の活用

レビューは外部性を確保しながら行わなければ厳正さが失われる可能性があること

´ にかんがみ、公開プロセス非対象事業の点検については、各府省が指名した公開プロ

セスの外部有識者の知見を十分活用して行うものとする。

(3)レ ビュー対象事業以外の事業の点検

国の事業の有効性、効率性及び透明性を確保するため、チームは、レビューの対象

事業である平成22年 度の事業のほか、平成23年 度新規事業及び24年 度概算要求

において新規に要求する事業について、基本的に以下の事項に係る点検を行うものと

する。      |

[平成23年 度新規事業]

・ 実際に執行されている事業の内容が、過去の事業仕分けの結果や横断的な見直

し基準等を踏まえたものとなっているか

- 6 -



0執 行面において既に明らかになった課題はないか、また、その課題に迅速かつ

適切に対応しているか

・ 事業の成果目標が立てられているか

[平成24年 度予算概算要求において新規に要求する事業]

・ 過去の事業仕分けの結果や横断的な見直し基準等を踏まえて事業案が作成され

ているか

: 事 業の成果目標が立てられているか、また、事業効果のシミュレーションが厳

密に行われているか (費用対効果、投資対効果等)、その際、より効率的な他の

手段の選択の可能性について、真剣な検討が行われているか

・ 直接の利害関係者からの要望にとどまらず、広く国民の三―ズに応えるものと

なっているか (事業の目的の妥当性や緊急性、国民めニーズのすくい上げ方等)

・ そもそも立案しようとしている事業は、当該府省のミッション (任務)な のか

(4)所 見欄への記入

チニムは、その点検結果を所見としてレビューシートの所定の欄に記入するものと

する。

① 平 成22年 度の事業の点検結果をチ=ム の所見欄に記入する際には、「廃止」、「抜

本的改善」、「一部改善」又は 「現状通り」との評価結果を明記した上で、具体的な

所見を記入するものとする。

② 平 成23年 度新規事業及び平成24年 度予算概算要求において新規に要求する事

業の点検結果をチームの所見欄に記入する際には、(3)の 事項に係る検討が十分

行われているかについて、具体的な所見を記入するものとする。

(5)概 算要求等への皮映

各府省は、チームの所見を平成24年 度予算概算要求や予算執行等に的確に反映す

るものとする。     ・

6 点 検結果の公表

(1)レ ビューシートの最終公表

各府省は、チームの所見と所見を踏まえた事業の改善点、平成24年 度予算概算要

求における要求額等を記入したレビュアシー トを、事務局が別途示す方法により、8

月末までに公表するものとするも

(2)概 算要求への反映状況の公表

各府省は、チームの所見の各事業への反映状況や反映額の総額等をとりまとめ、事
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務局が別途示す様式に記入の上、レビューシートの公表と併せて公表するものとする。

7 行 政刷新会議による点検

行政刷新会議は、各府省の点検が十分なものとなっているか、点検結果が的確に概算

要求に反映されているか等についてチ手ックを行う。更に見直しの余地があると考えら

れる事業がある場合にはt行 政刷新会議の半‖断により、当該事業を対象として秋に事業

仕分けを行うものとする。

8 そ の他重要事項

(1)人 事評価への反映

各府省は、職員による事業の点検や点検結果の予算への反映等への真摯な取組が当

該職員の人事評価に適切に反映されるよう工夫を行うものとする。

(2)政 策評価との連携

各府省は、政策体系における事業の位置付けを踏まえて事業単位の整理や点検を行

うなど、政策評価との関連性に留意しながらレビューを行うものとする。

(3)行 政昴1新会議への報告

各府省は、行政刷新会議からの求めに応じ、同会議にレビューの取組に係る報告等

を行うものとする。

(4)ル ァルの追加等

上記のほか、レビューの実施に必要な事項は、事務局から随時提示するものとする。

また:行 政椰1新会議は、上記のルアルや事務局から提示された事項に則してレビュ

ーを行っていない府省があると認める場合は、当該府省に対し、必要な改善を行うよ

う求めるものとする。

- 8 -



「国丸ごと仕分け」(行政事業レビュー)(平成23年 )の

進め方について (イメージ)

3月 2日

3月 下旬目途

・5月 中旬目途

5月 下旬～

6月 下旬

6月 下旬～

7月 上旬

7月 上旬目途

・23年 の進め方についての意見交換 ・了承

政椰J新会
・各府省から行動計画について報告

階政刷新会議|
・公開プロセス対象事業の了承、外部有識者の決定

[各府省における公開プロセスの実施]

[行政事業レビュ早シートの中間公表]

政刷新会
・公開プロセスの結果報告

′
[各府省におけるレビューの実施]

8月 下旬    [行 政事業レビユーシー ト最終版の公表、レビュー結果の平

成 24年 度予算概算要求への反映状況の公表]

9月 下旬目途
・概算要求への反映状況の報告等

[行政刷新会議の判断により、事業仕分け]秋



参考資料 1

行政刷新会議ワーキンググルニプ (規制仕分け)

評価者名簿 (国会議員)

【ワーキンググループA】

三谷 光 男    衆 議院議員

中村 哲 治    参 議院議員

亀井 亜 紀子   参 議院議員

【ワTキ ング|グループB】

近藤 洋 介    衆 議院議員

梅村 聡      参 議院議員

(敬称略)

(留意点)
※ 評 価者がいずれのワTキ ンググルァプに所属するかについては、各ワーキン
.ググループの参加予定人数等を考慮して、変更することがあり得る。



参考資料2

平成 23年 3月 2日

内閣府行政刷新会議事務局

規制 口制度改革担当事務局

行政刷新会議ワーキンググループ (規制仕分け)の 開催について

標記会議について下記のとおり開催する予定ですので、お知らせいたします。なお、本会議は一

般に公開して行います。

記      ｀

1.開 催日

平成 23年 3月 6日 (日)、7日 (月)

(注)鮮細な時間は別途規制仕分けのHP(http://m.shiwake.go.」p)等で公表いたします。

2.開 催場所 :TOCビ ル 13F イ ベン トホール  (東 京都品川区西五反田7‐22-17)

(開催場所ホームページ ht艶 ://m.tOC.oo.』/)

<会議開催場所へのアクセス>

」R、都首地下鉄五反田駅より。・・徒歩8分 (五反田駅より曹輛バスの運行あり)

東急電鉄目黒線不動前釈より・・・・徒歩6分

東急電鉄池止線力崎広小路駅より・・・徒歩5分

(※ ビ ノ‖こは有料駐車場 050円 /30分)も ございます。)

3.議 題:規制仕分け

αD 2つのワーキンググループこおいて同時に規制仕分けを実施します。それぞれの開催日における対象項目
の概要については別途公表いたします。

4.議 事の公開

議事は公開で行います。

また、3つ の事業者によるインターネットライブ中継を予定しております。

(規制仕分けのHP(http:/′Ⅷ .shlwake.go.jp)から各社の中継ページヘリンクしています。)

5.傍 聴希望者の受付

事前の登録は不要で入根室自由ですので、会議開催時に現地にお越し下さい。ただし、会場の

都合 (2会場で合計座席数400席 程度)上 、二定の人数に達したときには、座席が確保できず
‐
立ち見をお願いする場合や入場を制限させていただく場合がございますのでtそ の際はご了承下

さい。

なお、入室時にセキュリティチェツクが行われますので、身分証明書等本人の確認ができるも

のを持参して下さい。



6.傍 聴の際の注意点
・ 当日の評価結果が、当該規制・制度に対する最終判断となるものではありません。
口 限られた時間内で円滑に審議を進行させるため、係員の誘導目指示には従つて下さい:審議

の妨書になるような行為 (ビラ、プラカード等の持ち込み、鉢巻、ゼッケン等の着用による示

威的行為など)は 、慎んで下さい。
・ 携 帯電話は、マナ守モードにするか、電源をお切り下さい。
口 会 場での録画、録音及び撮影の制限はございませんが、その使用に関しては、方法,状況等

によリトラブルの原因となることもありますので、「使用者の責任」においてご活用されますよ

うご承知おき下さい。
日 会議場における言論に対して贅否を表明し、また抽手をすることはできません。また、傍聴

の方からのご質問はお受けいたしません。
日 入 場の際には、必ずセキュリティチェックを受けていただきます。セキュリティチエックを

受けていない方は会場にお入りいただけません。チェック後にお渡しする 「証明シール」を会

場内各所にて確認します。見えやすいところに貼り、紛失なさらぬようお願いします。
日 会場出口にて全員の 「証明シール」を回収しています。再入場される方は再度セキュリティ

チェック及び受付をお受けいただきます。ご理解の上、ご協力をお願いします。
・ 危険な物を持つている方、酒気を帯びている方、その他秩序維持のため必要があると認めら

れる方の傍聴はお断りいたします。
・ 多くの方に傍聴していただくため、来場者の状況により入場制限や途中での入替えをお願い

することがございます。ご理解の上、ご協力をお願いします。
・ 事務局の指定した場所以外に立ち入ることは1で きません。各仕分け会場への出入りは自由

ですが、仕分け作業の妨げにならないようお願いいたします。
・ 手荷物・貴重品等の管理は各自にてお願いします。
・ 建物内でのお食事はご遠慮下さい。また、建物内は禁煙です。
・ 当日、建物は 「規制仕分け」来場者以外の団体も使用しています、他団体の迷惑にならない

ようご協力をお願いします。|

※ 以上の事項に違反したときは、退場していただくことがあります。



政策
(狭義)

政策評価と行政事業レビューの主な役割等

特質》 (本来想定していた効果)※

参考資料3

ミッションの明確化“体系化(各府省の施策全体を

カバーして目標設定)、達成状況の確認

⇒ PDCAサ イクリレを通じたマネジメントの向上、

説明責任の徹底

※いわゆる目標管理の手法を用いる政策評価に

ついてのもの        `

現状と課題》

点が絞りきれておらず、重要な情報も埋没しがち

府省、施策ごとに実施方法は区々

(政府全体の俯敏や府省横断的な施策への活用

が困難)

施策の達成手段やそのコスHこついての情報が

不十分

〔雛 守嘲 茸言瘍雛 嵐
行政事業レビュニとの役割分担、

有機的連携に向けた改善の方向性》

○メリハリのあるわかりやすい政策評価を推進

事務事業レベルまで含めた政策の体系化、

=覧 性の確保

⇒政務三役によるマネジメントに活用し、政府の

PDCAサ イクルを適切に機能

各府省のマネジメント

(目標管理)

(例)「消防防災体制の

充実強化」

※22年度総務省政策評価書より

・予算事業
=規制  ・租特 など

事務事業

約5,400の事業
(21年度行政事業
レビュー対象事業数)

規制、租特 など

・予算の支出先や使途等の実態を把握
・税金投入の効率性や効果の面から事業

を検証



政策評価と行政事業レビユーとの有機的連携のポイント

○ 行政事業レビューとの効果

的連携を図るための政策体系

の整備

・施策のミッション、効果、コス

ト等に関するデータ、ファクト※

を事務事業レベルまでわかり

やすく一覧性のある形で整

理・公表し、検証
※目的、日標(指標)、実績t達成手段、
予算・決算情報

・各府省の政策のミッションの一

層の 明確化
・政務三役によるマネジメント
の強化
・透明性の向上、外部検証の
促進

○ 評価書への統一フォーマッ|
卜の導入、メリハリのある評価 |

の推進

・評価書とレビューシートの

整合性確保、記載事項の簡

素合理化
・詳細な評価は数年 (3～5

年程度)に1度とし、それ以外

の年はメリハリを付け目標,

指標のモニタリングを実施

手
・各府省間の統一性=一覧性の

確保
B重要な情報を焦点を絞つて提

示
・各府省の負担軽減 (評価書の

ボリュームを大幅減)

○ 行政事業レビューとの役

割分担の明確化

・施策レベルの目標管理型の

政策評価においては、下位レ
ベノンの事務事業について、行

政事業レビュー結果の情報を

活用
0行政事業レビュニを行う際に

は、政策評価における上位体

系やアウトカム指標等も参照。
これを踏まえて、予算監視・効

率化チームで審議

・政府のレビュニ機能を効率
的1効果的に発揮



参考資料4

平成 22年 における

「国丸ごと仕分け」(行政事業レビ三―)の 取組と

今後の課題

平成 22年 9月 30日

行 政 刷 新 会 議
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(1)国 が企画立案する事業について、国民の税金が無駄なく効果的に使われているかを

検証して問題点を実り出し、早急に見直しを行つていくためには、各府省が所管する

事業の執行実態を把握することが極めて重要である。しかしながら、昨年の事業仕分

けの結果、全体的に各府省の把握は十分でないことが明らかになった。

実態把握が不十分なままで事業の検証が十分に行われることはない。このような状

態で予算要求が行われるならばt非 効率で効果の低い事業が温存されることになる。

(2)我 が国の逼迫した厳しい財政状況は、このような非効率 ・低効果の事業の温存を許

さない。昨年11月 に行われた事業仕分けにおいても、このような事業を見直すため

の厳しい議論が行われたが、第5回行政刷新会議 (平成22年 1月 12日 )に おいて

指摘があつたように、予算要求の段階から十分な検討 口見直しが行われていない場合、

予算査定の段階での削減努力には限界がある。

(3)以 上のような問題意識に立脚して、行政刷新会議は、その適切な関与の下で、

① 各 府省自らが、自律的に、

② 予 算要求前の段階において、

③ 原 貝1全ての事業について、予算が最終的にどこに渡り (支出先)、何に使われて

いるか (使途)と いった実態を把握し、国民に明らかにした上で、

④ 事 業仕分けの手法も用いながら事業の点検を行い、その結果を予算の概算要求や

執行等に反映させる

取組である行政事業レビュー (以下 「レビュー」という。)を 本年から開始した。

この取組は、事業仕分けの内生化 口定常化を図り、国の事業全体を仕分けることと

なることから、「国丸ごと仕分け」とも言うべきものである。

また、各府省が自律的に行うこの取組を毎年徹底して繰り返すことにより、コス ト

の削減や政策効果の高い事業の立案に向けた霞ヶ関の意識改革、すなわち 「仕分けマ

インド」の定着につながることも期待される。

(4)レ ビュァのように各府省が一斉に自らの所管事業を点検する取組は過去に例がない

ものであることから、本年を試行とし、来年から本格実施することとしている。本報

告は、来年からの本格実施に向け、平成22年 における今年のここまでの取組を振り

返りながら、レビューの実効性を確保していくための課題と対応方向を整理したもの

である。

¨
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(1)取 組の流れ

平成22年 のレビューは、概ね以下の日程により実施されたふ

3月 第 6回行政刷新会調 (11日 )

〔・レビューの実施を決定〕           ‐

各府省において予算監視口効率化量Tムを設置 (γ4月上旬)

レビューの作業に

4月 陣 7回行政刷新会調 (8日 )

〔
・各府省の行動計画の報告、公開プロセスの■本的なルアル了承〕

第8回行政刷新会調 (29日 )

〔
ビ行政燿1新会議が選定する外部者識者の澤牢1準 了承〕

5月 第 9回行政刷新会調 (1,日 )

[i里'::兵:夏警量霧撃』「露鼻:菫者決定〕

搭府省における公開プロセスの実測 (26自 ん6月 15日 )

6月 第 10回 行政刷新会調 (15日 )

.[CTF呈:彙艦編言:l言‖[i員「層鼻L〕     |
h府省におけるレビューの中間取りまとめ|(下旬)

|[i奮3181‖稚重T[警言た横爵」な見Lしの結1の爆』
ラ月 行 政事業レビユーシートの公剰 (上旬 (T蔀中旬))    .

洛府省における事業の最終的な点検作刹 (～1月 下旬)

8月 行 政事業レビューシート(最終版)の公表 (下旬～9月上旬)

…
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成 23年 度予算概算要求への反映状況の公 (下旬～9月 上旬 (一部下旬))

9月 11回 行 ( 3 0日 )

〔
・平成22年 め熟組と今後の課題の肇IBD

(2)実 施体制     ‐

レビューは、各府省の予算監視 ・効率化チーム (以下 「チーム」というし)を 中心

に行われた。これは、「予算編成等の在り方の改革について」(平成21年 10月 23

日閣議決定)及 び 「予算監視 `効率化チームに関する指針」(平成 22年 3月 31日

内閣官房国家戦略室)に 基づき各府省に置かれたものである。チームは副大臣をトッ

プとし、外部有識者の参加も得ながら、各府省の大臣官房長、会計課長等をメンバー

として構成されるのが基本である。

(3)事 業実態のIE握 (行政事業レビュニシー トの作成)     .

① 各 府省が事業の実態を十分に把握し、国民に対してわかりやすく示すため、行政

刷新会議事務局 (以下 「事務局」という。)か ら提示した様式に従い、各府省にお

いて行政事業レビューシー ト (以下 「レビュニシー ト」という。)が 作成された。

② レ ビュ=シ ー トには、

ア 事 業所管部局が、事業の概要や予算 ・執行額のほか、事業実態を十分把握する

ことを前提に、自己点検の内容 (支出先 日使途の把握水準 ・状況、(当該事業の)

見直しの余地)、資金の流れ、費目・使途などを記載するとともに、

イ さ らに、チームがt事 業所管部局の自己点検の内容等を精査した上で、事業執

行において見直すべき点や概算要求へ反映すべき内容等について所見を記載する

こととした。

このような手順を経ることで、.府省内で事業に対して二重のチエックを実施した

上で、最終的に当該事業の概算要求額を決定するようにした。

③ レ ビューシー トの作成に当たっては、各府省において、今回の点検の対象となる

事業単位の整理を行つた。事業単位の整理は事業の執行実態の把握を前提に行うも

のであることから、把握できる直近の年度 (本年であれば21年 度)の 事業につい

て行うた。この結果、人件費や庁費などの事務的経費、国債費、地方交付税交付金

などを除き、最終的に合計5, 383通 のレビューシー トが各府省において作成 ・

公表された。

‐
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(4)外 部の視点を活用した点検

国の事業を客観的にチェックするため、公開プロセス、レビューシー トの公表等を

通じて、外部の視点を取り入れた事業の点検を実施した。これにより、これまで各府

省内部で行われてきた予算要求の検討プロセスの透明性が画期的に高まつた。  |

① 公 開プロセスの実施

ア 5月 26日 から6月 15日 にかけて、各府省において、合計 169の 事業につ

いて外部有識者による点検が公開の場で行われた (公開プロセス)。外部有識者

は、対象事業について府省側の説明者と質疑を行い、その内容を踏まえて、「廃

止」、「抜本的改善」、「一部改善」などの評価を評価シー トに記入した。外部有識

者の評価の集計の後tと りまとめ役として参加している当該府省の副大臣や大臣

政務官 (例外的に大臣官房長等)が 最終的な評価結果のとりまとめを行つた。

イ 公 開プロセスの対象事業については、レビユー対象事業のうち、次の基準を考

慮して各府省が選定した。(なお、公開プロセスの対象として相応しくないと判

断された‐部の事業については、事務局からの指摘で差し替えが行われた。)

i)事 業の規模が大きく、または政策の優先度の高いもの

ii)長期的、継続的に取り組んでいる事業などで、執行方法や制度等に関して、

改善の余地があるもの

面)事 業の執行に関して、過去に内外から問題等が指摘されているもの

市)そ の他、公開の場で外部の視点による検証を行 うことが有効と判断されるも

の

ウ 外 部有識者については、そのおよそ半数を各府省のチームに参加する者とし、

残 りの半数及び議論のコニディネーターとなる者を行政刷新会議が指名する者と

することにより、議論の外部性の確保に努めた。

工 評 価結果182(※ )の うち、「廃止」が46、 何らかの 「改善」を求められ

たものが136と なり、「現状通り」は0であつた。

※ い くつかの事業でメニュ〒毎に細分化して評価を行つたため、事業数 (169)を 超える数

となつた。

② 横断的な点検の実施

各府省のチニムにおいて、公開プロセスの中で明らかとならた見直しの視点も活

用しながら、公開プロセスの対象とならなかつた他の事業の横断的な点検を実施し
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た (おおむね7月 ～8月 )。         .       :

③ 行 政事業レビューシー トの公表

ア レ ビューシー トについては、各府省において、

「 事 業所管部局が自己点検欄まで記入した段階で―度公表し、国民からの意見

募集を行つた上で (おおむね6～ 7月 )、

ロ チームの所見及び翌年度要求額を記入したものを最終版として概算要求に際

して公表した (8月下旬～9月 上旬)。      .

イ こ のような手順を経ることにより、国民の視点も活用しながら事業の点検を行

うことに努めた。

(5)点 検結果の平成 23年 度予算概算要求への反映

① レ ビューの点検結果を着実に来年度予算の概算要求に反映し、その結果を公表す

べき`との行政刷新会議からの要請を踏まえ、各府省では概算要求に際してt行 政事

業レビュァシー トの最終版と 「行政事業レビュ‐点検結果の平成23年 度概算要求

への反映状況について」を公表した。(8月下旬～9月上旬 (一部下旬))

② こ の資料等を基に事務局において集計したところ、点検対象となつた平成21年

度の事業5,383(レ ビューシー ト数の合計)の うち、「廃止」が471、 「改善」

が2, 210で あり、「廃止」二「改善」による平成23年 度予算概算要求への反映

額は約1.3兆 円に上る。(※)  t

※ 1 「 廃止」は、レビューの点検の結果、23年度概算要求において廃止されたものである。(レ

ビューの点検以前に21年度末までに廃止されたものは含めていない。)

2 「 改善」は、「廃止」以外でレビューの点検の結果、何らかの見直しが行われたものである。

(各府省が 「廃止」と結論付けていても、実際の廃止が数年後 (段階的廃止)に なるものに

ついては、ここでは 「改善」として整理している。また、執行面等の改善であつたため、23

年度概算要求の金額に反映がなされていないものを除いている。)

③ 行 政刷新会議は、今後、各府省における点検が十分なものとなつているか、点検

結果が的確に概算要求に反映されているか等について引き続きチェックを行い、更

に見直しの余地があると考えられる事業については、事業仕分け第3弾 (再仕分け)

の対象とする。      |

‐
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今年の取組の成果や問題点を客観的に把握し、来年以降のレビューの充実につなげて

いくため、公開プロセスを終えた時点において、事務局から、各府省のチーム又はチー

ム事務局の役割を担う会計課等にレビューの取組に関する所見を求めるとともに、行政

刷新会議からの指名により各府省の公開プロセスに参加していただいた外部有識者にレ

ビューに関するアンケートを行つた。

(1)2ビ ュニの取組に関するチーム等の所見 (所見の提出時期.:6月上中旬)

① レ ビューの実施主体である各府省からは、取組の意義を積極的・肯定的に評価

する見解が以下のように数多く寄せられた。

【実態把握に関するもの】

ロフロー図等により、これまで各担当者が把握していた資金の流れや使途が二自

で把握できるようになつた。

・可視化により、これまで必ずしも留意していなかうた諸点について、認識が深

まるとともに、その適正性等を判断する上で重要な材料となったし

・資金の流れ、費目・使途の実態把握により、契約方法の妥当性、目的達成のた

めの手段としての適切性等の問題点がより明確化される。

・レビューシートを作成することによつて、調達方法 (競争入札 ・随意契約)の

実態が明らかにされ、今後、事業の見直しをする際の参考になつた。

・担当部局の把握水準が案件、部局、支出先の情報開示状況等によつてまちまち

であることが明らかになり、把握水準の改善を指摘されるケースも散見された。

このことにより、担当部局が予算の支出先や使途等の把握に今まで以上に意を

用いるようになり、更には効果的 B効率的な予算執行に向けた不断の見直しを

行うことが期待される。

【公開プロセスに関するもの】

・従来はあまり外部の視点で検証されていなかつた行政内部の業務についてt外

部の視点で検証する良い機会となつた。

口それぞれの事業の在り方や予算の執行に関して、評価者の国民目線に立った率

直な意見 口提言を受けたことにより、今後の事業運営の在り方等を再検証する

とともに、改善点等を洗い出すために有意義であった。

口予算執行の在り方、執行後の事業の効果等についても、説明責任が求められ、

…
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国民の視線にさらされることを、すべての職員が改めて認識する契機となつた。

・どのような方策を講じれば、より安価で効率的な予算が可能となるのか、国民

目線に立つた執行を強く認識することができた。

・公開プロセスの場において案件の説明を行うことによ′り、担当部局における担

当案件についての把握水準が格段に向上しているも

【公開プロセスの対象とならなかつた事業の見直しに関するもの】

口公開プロセスの対象とならなかつた事業についても、チームにおいて、各局課

室による実態把握についてのヒアリングを実施し、見直しを行う。

・「独立行政法人が行う事業の横断的な見直しについて」等を踏まえ、独立行政

法人 口公益法人向け支出について、レビューにおいて検証することとしている。

【概算要求等への反映】

・庁内の予算要求ヒアリングにおいて、レビューの実施結果を踏まえて説明を行

うよう指示するなど、レビュー結果の概算要求への反映を徹底して行う。

・公開プロセスで得られた各事業の見直しの視点については、公開プロセス対象

事業に限らず全事業的に応用。
・公開プロセスにおける評価結果及び自己点検による見直しの結果について、本

年度の執行にも可能な限り反映させることとしたい。

・レビュァシートを概算要求用資料としてそのまま活用することにより、レビュ

ニ結果を確実に予算に反映する。
・事業の概算要求を検討する段階から、その事業を行つた場合に期待される効果

やその把握方法についても併せて検討する必要がある。

【職員の意識改革】  ‐

E今般の取組を内生化 口定常化すべく、概算要求を行うまでの一つのプロセスと

して関係部署に広く理解を求めてまし,りヽたい。

・今回の取組は、予算執行 日予算要求に携わる者の意識改革を促すものであり、

今後もこの意識改革が更に職員に浸透するよう努めたい。

【その他】

・行政事業レビュー結果の政策評価への反映など、政策評価との連携を強化する

こととしている。

口政策のPDCAサ イクルのアクション機能の強化に資するものと認識してい

る。                            .

‐
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② 二 方で、レビュTの 充実に向けて、レビューシートの改善や公開プロセスの準

備t職 員の意識改革などに関し、次のような意見も寄せられたところである。

【レビューシートの改善】

・行政事業レビ三―により検証すべき点として 「政策自体の必要性」や 「政策実

現手法の有効性 ・効率性」も排除しないのであれば、レビューシー トに事業仕   :

分けと同様に 「成果目標Jや 「成果実績」についても記載してはどうか。

,使途 ,支出先の把握に加え、各事業の目標達成度合いについても十分把握して

いく必要がある。        :

ロシー ト中にt当該事業の政策全体の中での位置付け等についても明記できれば、

議論の出発点を共有できるのではないか。

ロレビューを実施する事業に含まれる個別の事業について、サブシー トを作成し、

事業内容の把握、自己点検等をより詳細に行つた。

【公開プロセスの準備】

口事前の勉強会については、日程がタイトとなり、必ずしも十分な時間をとるこ

とができなかうた。当省としては、外部有識者の事前勉強会は、当該事業の理

解を深める意味でもt極 めて重要と考えており、この点について、早期に外部

有識者を選定するなど、改善してまいりたい。

【職員の意識の向上】

口自律的な改革のプロセスを定着させるためには、職員の認識や意欲の喚起を更

に求めていく必要があると考えられる。

【その他】

日本年度のレビューは、試行として実施したところであり、手さぐりの状況で作

業を行わぎるを得ず、レビューの実施に伴う事務作業が過大となうたこと等も

踏まえ、来年度以降については、実施方法についての工夫等、事務作業の効率

化についても検討していく必要があると思われる。

…
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行政刷新会議の指名により各府省の公開プロセスに参加していただいた外部有識者

の方 (延べ63人 )に 、公開プロセスを中心とした各府省のレビューヘの取組につい

てのアンケー トの回答を依頼したところ (回答期間 :7月 23日 ～8月 5日)、41

通の回答が寄せられた。回答結果と主な御意見は以下のとおり。

Ql 公 開プロセス対象事業は、公開の場で議論するのに適切なものが選定されてい

たか。

【回答結果】

1 大 半の事業が、公開の場で議論するのにふさわしかつた。ロロロ・・・23人

2 ふ さわしいものとそうでないものが半々程度だつた。ロロロ・ロロ・口12人

3 大 半の事業が、公開の場で議論するのにふさわtく ないものだつた。・・3人

4  そ の 他
・ ・ ・ ・ 口 ・ ・ [ ・ ・ ・ 日 ご 日 ● ■ 口 自 口 0 ■ 口 ■ 口 ■ ■ ■ ロ ロ

3 人

このように回答者の過半数 (23人 )の 方から、対象事業の大半が公開チエック

にふさわしいものであつたとの回答が寄せられた。

一方で、

日果たして 1時間かけて議論するだけの価値があるのかどうかというものはあつた

・インパク ト (支出額や社会的な効果)が 小さなものが多く、このために多くの人

が準備をし議論するのはもつたいない

といつた意見が寄せられた府省があつた。

Q2 行 政事業レビューシー ト及び添付資料は、事業の検証を行う上で必要十分だつ

たか。(特に、資金の流れ、費目・使途など)

【回答結果】

1 必 要十分な情報が提供されていた。・・・・口,日 ■●■口■・ロロロ・2人

2 お おむね十分な水準であった。・・・・・・0・ ロロ・・・口・・口a15人

3 必 要な情報が不足しているケースが多かつた。日自ロョ●口■ョロ■■22人

4 そ の他 ロロロロB「 ・口・・■●口■■・・・・・・・・・口・・・ ・2人

「必要十分」、「おおむね十分」と回答した方も多くいた (合計 17人 )が 、過半数

‐
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(22人 )の 方が 「必要な情報が不足」と回答した。これに関連して、いくつかの府

省に対し、

日形式的な情報のみであり、検証を行うための情報が大幅に不足

・事業の具体的中身や客観的外部評価などの情報が不足          |

・添付資料は■般的な事業概要のものばかりで、その事業に関わる費用対効果につい

ての客観的数値が載
′
つていないものがほとんど

・どの事業も政策目標に対して成果がどのような形で得られているのか (定性的でも

定量的でも)の 報告が明確でなかった                       ・

口繰り返し行われる定型的な質問に対する答えをあらかじめ書いておくと時間の節約   :

になるのでは

といつた改善を求める意見が数多く寄せられている。

Q3 行 政事業レビューシユ トの 『自己点検』欄では、財政資金の効率的 口効果的な

支出の観点から、十分な見直し内容が記述されていたか。

【回答結果】    :

1 +分 な見直し内容が記述されていたしロロ・・・ロロロ7・ ・口・E■‐3人  |

2 +分 な見直し内容が記述されているものとそうでないものが半々程度であった。

●■■■■ヨ■●ロロロロロロロ■■ロロ■・ロロ・1・ 口・口・■,14人

3 見 直し内容の記述が不十分なものが多かつた。・口"・ 口・D口 B口 ●23人

4 そ の他 ・・・:・ ・・・ロロ“口・・・・口・ロロロロ・・・・・・口o人

過半数 (23人 )の 方からt「見直し内容の記述が不十分なものが多かつた」との

回答が寄せられた。これに関連して、

B何故、これを予算化し、実施しなければならないかについて、十分な説明とは思え

ないものが多い。一度、予算化するとその正当性を書いているような感じがする    ・

・十分な検討 ・準備の上で記述されていたようには思われない

口効率的 口効果的な取り組みへの視点は示されていたが、あらゆる角度からの考察で
. )

はないように思えた

との意見が寄せられた府省があつた。

一方で、

日当初想定していた以上にt問題点が上げられ、その見直し内容が記載されていたと

思われる
ビこの程度のものが提出されていれば、それを前提に、さらなる見直しの議論が可能
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となる

との肯定的な意見が寄せられた省 (厚生労働省)も あつた。

Q4 各 府省による事前勉強会において、十分な情報提供が行われていたか。  .

【回答結果】

1 議 論をする上で十分な情報提供がなされていた。・口・‐・ロロ"■ ■■5人

2 +分 な情報提供がなされている事業とそうでないものが半々程度だつた。

口 ■ 中 B ロ ロ ロ ● E ■ ● ● ■ ■ 口 ● 口 ● ● ■ 口 ■ 口 ■ ■ ● 自 g  g ■ ■ ●
1 1 人

3 議 論をする上で十分な情報提供が行われていなかつた。・・口・・口・・7人

4  そ の 他
・ ・ ・ ・ 口 ・ ロ ロ ロ ・ 口 ・

T ・
・ ・ ・ ・ ・ 口 ・ ・ ・ 口 ・ 口 ■ ■ 口

5 人

事前勉強会に出席された方 (延べ28人 )の うち、 11人 が 「十分な情報提供がな

されている事業とそうでないものが半々程度」、7人 が 「議論をする上で十分な情報

提供が行われていなかつた」と回答している。これに関連して、少数の府省について

ではあるが、

ロー方的に事業の必要性だけを訴えるケースが多く、現状についての問題意識が全く

示されない事業が多かつた

・勉強会の途中で、会計課長 (事務局注 :チニム事務局の実質的な責任者)が 事業の

必要性を説明するなど、何のための事前勉強会か理解できなかつた。同省の官房自

体が、行政事業レビュ■の意味を理解していないのではないか

との厳しい意見が寄せられている。 |

Q5 各 府省が選定した外部有識者の方々には、事業を適切に検証する姿勢が見られ

たか。

【回答結果】

1 行 政刷新会議側と同じかそれ以上に積極的に検証を行う姿勢を見せていた。

日●ロロロロ●■■■■口■■■■口■E■口●■口・ロロロ・口・・18人

2 ■ 部に、事業の検証に消極的な姿勢を示す有識者がいた。・・・・・・13人

3 ほ とんどが、事業の検証に消極的な姿勢を示す有識者であつた。口・口・5人

4 そ の他・口・・口・・口・・・・・口・・・ロロ・口・・・ロロロ・口5人

‐
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「行政刷新会議側と同じかそれ以上に積極的に検証を行う姿勢を見せていた」と回

答した方が18人 だつた一方で、「一部に、事業の検証に消極的な姿勢を示す有識者

がいた」、「ほとんどが、事業の検証に消極的な姿勢を示す有識者であつたJと 回答し

た方が合計 18人 いた。これに関連し、特定の省についてt

日明らかに特定事業の関係者と思われる方もおられたもその問題点は、その事業の評

価にバイアスがかかるだけでなく、大体がワンロイシューの方なので他事業につい

てはほとんどコメントがない (関心が持てない)こ とだと思う

との指摘があつた。

Q6 公 開プロセスの対象事業についてt評 価結果取りまとめは適切に行われていた

か 。

【回答結果】

1 議 論と評決を踏まえて、結論が明確に示されていた。ロロ・口・・・・・26人

2 議 論や評決の内容に照らして、結論が不明確な場合があった。・・・・・8人

3 議 論や評決を十分に踏まえず、取りまとめ役の判断による取りまとめが行われ

るケースがあつた。・・・・口・・ロニ・ロロロ....ロ ロ・・・・・・7人

4そ の他 (評価シー トの在り方など)・甲・・・・・・・・口・日、日、日7● 口0人

大多数の方 (26人 )が 「議論と評決を踏まえて、結論が明確に示されていた」と

回答されたが、ァ方で、「議論や評決の内容に照らして、結論が不明確な場合があつ

た」(8人 )、「議論や評決を十分に踏まえず、取りまとめ役の判断による取りまとめ

が行われるケースがあつた」(7人)と 回答された方もいた。これに関連して、少数

の府省ではあるが、

日事業の廃止が多数を占めているのにもかかわらず、その結果を選ばないケースがあ

つた

・多数決で結果を決めるというルールをどこまで徹底するべきであるのかなど、今後

の課題が残つた

との意見が寄せられている。

Q7 公 開プロセス当日の運営は適切に行われていたか。

【回答結果】
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特に問題なく適切に行われていた。・・ロロ・・ロロ"・ 口・ロロロ・口32人

日程や時間割に改善の余地がある。・・・・・・・・・・ロロ・口・・・4人

会場の設営に改善の余地がある。,ロ ロaヨ ■・・B口 ・口・・・・・・6人

その他 ・1,日 ■■■●●・・・・・・口・・・・・口・・・・・・・・2人

大多数 (32人 )の 方が、「特に問題なく適切に行われていた」と回答されている。

その他寄せられた御意見

上記のほか、各府省のレビューについて数多くの貴重な御意見が寄せられているが、

そのうち、全府省に共通するものとして注目すべき指摘は以下のとおり。

【全体の中での事業の位置づけの明確化】
口(公開プロセスの対象事業の選定の妥当性に関し)全 事業を提示いただいた上で対

象事業を議論したわけではないので、率直なところ分からない。ただし、少なくと

も、全予算がどのような事業に割り振られているのか、そうしたマクロ的な図表が

あれば、個別事業の評価にもより適切な判断が可能になると思つた。

口全体的な制度設計の二翼を構成する事業を、個別の事業単位で規模の妥当性 口実施

の是非を議論することに難しさを感じた。これに類似する問題として、担当課単位

でレビュTを 実施し、何らかの指摘を行つたとしても、当該担当課だけでは判断 ニ

決定できない事項が多く、その点も今後の課題となると感じたも

・全省を通じて、予算全体のマスタープランや各省横断的に類似の事業があるや否や

のチェックリストなどが存在しない、あるいはリクエストしても作成しないのには、

ショックであつた。

【質疑の工夫】

口質問する評価者の側には、①自分の意見を述べず、質問に徹すること、②事業目的

の当否は間わず、目的達成の手段としての妥当性を論じるのだということを徹底す

るとよくなる。他方、説明者の側は、「はい」か 「いいえ」で答えられる質問に対

して無関係な回答を続け、結局、最終的に 「はい」か 「いいえ」かわからないケー

スが散見されたので、こういうことのないように徹底すべき。

【対象事業の選定】
・そもそも出す側もやめるべきと思つているような事業はt評 価する側も時間の無駄

１

・
２

　

３

　

４
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を感じてしまうので、極力避けた方がいいように思う。インパクトが大きく、判断

としては止めさせるべきだが、世論なし`しは利権団体の反対が強いようなものに限

つて、議題に載せるのがよいように思う。

・複数省庁にまたがつているプロジェクト (予算)が あるが、これは1つのプロジェ

クト (省庁横断)で やらないと意味がないのでは?省庁内でのプロジェクトについ

ても同様で、一つ一つを取り出すのではなく、可能な限り関連したものをまとめて

レビユTし ないと、効果が半減するのではないかと思われる。

【評価シー トヘの記入方法】

口評価シァ トの作成方法及び記入方法に工夫が必要。特に、事業評価の冒頭において、

コーディネータニは1評 価シー トの判断項目のそれぞれの意味を再確認すべきでは
｀

ま い か 。

【評価結果のフォロニアップ】

・(事業仕分けやレビューにより評価した)事 業のその後が気にかかる。国民として

も知る必要があることなので、事業評価が次年度予算に生かされているかどうか、

内閣府 (行政刷新会議事務局)と して分かりやすい形で公表すべき。

【継続的実施の必要性】

・今回は、初回、各省庁も慣れない部分があるよ―うに思えた。事業の精査はもちろん

重要であるが、それ以上に、職員の意識改革の効果があつたように思える。この意

識の改革は、レビューを継続して実施することで、進展するものと思われる:

口事業仕分けを含め、回を重ねるごとに、(省庁側と外部有識者の)議 論のすれ違い

が少なくなつてきたように思える。継続することが何よりも重要。
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現在、事務局において、各府省のレビューの結果とその平成23年 度概算要求への反

映状況についてチェックが行われているところである。今後、なお精査を要するが、少

なくとも各府省は、以下の点について説明責任を十分果たす必要がある。

(1)チ ニムの所見において 「=旦 廃止して、必要性を検証すべき」のように結論づけら

れている事業について、類似のものが、23年 度概算要求において、名称が異なる新

規事業の一部として要求されている例がある。必要性の検証を十分行つたのか、従来

事業とは何が違うのか等。

(2)チ ームの所見において、「二旦廃止するが、政策目的はご理解いただいた」などと

記述されている事業について、23年 度概算要求において、別事業として要求されて

いる例がある。政策目的達成のために真に効果的 ・効率的な事業に変わつているか等。

(3)レ ビュニの結果を踏まえ事業のメニューの一部を廃止 二改善したとされている一方

で、事業全体では23年 度要求が大きく増加している例がある。何故、廃止や改善を

反映した減額要求が行われなかつたのか等。

(4)事 業仕分けやレビューの公開プロセスにおいて、「他事業と再編 ・統合し、効率的

な事業実施に努めるべき」と結論づけられた事業について、統合後の要求額が統合前

の各事業の予算額の合計より増えている例がある。真に効率的な事業となつているか、

「統合効果」をどのように発揮しようとしているのか等。

(5)チ ームの所見において、「所期の目的を達成したため、22年 度で廃止する」とさ

れ、実際に廃止された事業について、どのような成果が上がったのか等がシート(「実

施状況」欄や 「自己点検」欄など)に 記述されていない例がある。そもそも当該事業

はどのような成果を見込んで開始され、それがどの程度達成されたのか (達成度)等。

(6)過 去の事業仕分けや公開プロセスの対象となつた事業について、仕分けの結果を十

分踏まえた見直しが行われていないと考えられる事業がある。また、その他の事業に

ついて、行政刷新会議や各府省自らがレビユーの中間とりまとめで示した横断的な見

直しの基準に基づく点検を十分に行つていないと思われる事業がある。これらについ

て、何故十分な見直し・点検が行われていないのか等。
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今年の試行的な取組は二定の成果を上げたものと考えられるが、‐方で、来年からの

本格実施に向け、レビユーの実効性を更に確保する観点から解決すべき課題を、以下に

掲げる。これらの課題への対応策については、今後、事務局において検討を行い、来年

のレビ三―の作業が開始されるまでに結論を得ることとする。

(1)レ ビューシー トについて

① レ ビューシートに盛り込むべき事項

ア 本 年の試行に際しては、執行実態の把握を重視し、資金の流れ:費 目・使途を

各府省に詳細に記述してもらうことを優先したため、レビュァシー トに成果目標

等に関する数値目標等に関する情報を記載する欄を設けなかつたところである。

イ ー 方で、レビューシー トについては、更なる情報を追加する必要があること、

特に政策目標やその達成度、費用対効果などに関するデータの必要性を指摘する

意見が外部有識者からも寄せられているところである。

ウ 外 部有識者の御指摘や、レビューの試行結果の評価も踏まえて、今後は、成果

目標や達成度、費用対効果等のデータ、過去の事業仕分けやレビューの結果を踏

まえて見直したとされている事業の予算の減額/増 額要因などについても記載さ

れたシー トとすべきである。

工 ま た、総務省においては、シァ トに加え独自の 「横断的点検シー ト」を別途作

成し、事業所管部局が自ら事業のチェックを行えるような工夫を行つており、数

多くある事業を効率的かつ自律的に点検するには有効な手法と考えられる。来年

以降、さらに実効性のある自己点検を行うという観点から、総務省の取組を参考

にしつつ、チェックリストの作成を検討すべきである。

② レ ビューシート作成の範囲

ア 本 年は、事業執行の実態を把握するため、把握可能な直近年度である平成21年

度の事業を対象にレビューシー トが作成された。

イ こ れにより、事業執行の実態は、以前と比べて相当明らかとなうたが、例えば、

「21年 度限りで廃止した」とされている事業について、本当に 「付け替え」や 「看

板の掛け替え」などが行われていないかについては、22年 度に新規に措置された
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事業に関する情報がないため、検証が困難であつた。

ウ さ らに、国民に対して国の事業の全体像を示すという観点からも、執行途上の事

業であつてもtで きる限リシ=卜 を作成し、事業の存在を示すことが必要である。

工 こ のため、来年からは、執行実態を把握する対象となる年度の翌年度の新規事業

についても、事業概要を中心に記入可能な情報をレビューシー トに記入し、必要な

チェツクが行えるようにする必要がある。

③ レ ビューシー トヘの記載の充実              ｀

ア レ ビューは事業の執行実態の把握を前提に行われるものであり、把握した情報を

端的に表すために 「資金の流れ」欄と「費目・使途」欄が設けられたところである。

イ 特 定の府省 (農林水産省、経済産業省など)においては、この趣旨をよく理解し、

非常に詳しく両欄の記入が行われた。一方で、他の府省においては、記入が必ずし

も十分とは言い難いシー トも多数見受けられたところである。(例えば、特段の理

由なく支出先の個別名称が記載されていない例、事業のメニューごとに資金の流れ

が記載されていない例、入札方法等についての記入がない例、「複数支出先ブロッ

ク」の上位 10者 の資料の添付がない例、「費目暉使途」欄で支出先で何に予算が

使われたのかの記載がなかったり、あつても不十分な例など。)

ウ こ のような不十分な記述は、執行実態を点検するというレビューの主旨を没却す

るものであることから、十分な記述ができていない府省に対しては、予算が最終的

に誰に渡り (支出先)、どのように使われているか (使途 ・費目)を 国民にわかり

やすく示すよう求めるべきである。

(2)公 開プロセスについて

① 公 開プロセスの対象事業

ア 公 開プロセスの対象事業については、外部有識者から、概ね公開の場で議論す

るのに相応しいものが選定されていたが、支出額や社会的な効果が小さなものが

含まれており、原則 1時間という議論の時間がもったいないとの指摘があった。

イ ー 方で、いくつかの府省 (農林水産省、国土交通省)に おいては、事業規模の

大きいものや政策の優先度の高いもの、これまでオープンな場ではほとんど議論

されてこなかつたものなど、国民の目に直接触れる形で議論するのに相応しいも
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のが選定されt実 際の議論も充実したものとなつた。  |

ウ 今 後は、公開プロセスの場を十分活用できるよう、対象事業の選定に当たって

は、2(4)① イの i)～ 市)の 基準に該当するもののうち、特に事業規模や社

会的な効果の大きさに留意して選定を行うべきである。また、公開プロセスの対

象として相応しいかどうか、引き続き事務局がチェックを行うべきである。

工 な お、多数の外部有識者による事業の点検が行われる公開プロセスの対象事業

は、できる限り多い方が望ましいことはいうまでもない。一方で、前年度予算の

執行額が概ね明らかになるのが5月 中下旬以降であること、新規事業の検討にも

時間を割く必要があること、概算要求組替え基準が出た後は取りまとめに向けた

作業に集中せざるを得ないこと等から、公開プロセスが実施できる期間と対象事

業の数には一定の制約がある。限られた時間を有効に活用する観点からも、公開

プロセスの対象となる事業の選定に当たつては、十分な吟味が必要である。

② 各 府省の外部有識者の選定方法

ア 今 年のレビューにおいては、各府省のチ=ム に参加している外部有識者の方を

活用して事業のチェックが行われた。またt公 開プロセスの実施に際し、多くの

府省においてチームの外部有識者が追加されるとともに、行政刷新会議から指名

された外部有識者も加わって議論が行われた。

イ し かしながら、各府省で選定された外部有識者の中には、もともと公開プロセ

スヘの参加を念頭において指名されたのではない方や、長く当該府省の政策決定

に携わつてきた方、「仕分け」の趣旨の理解が十分でないと思われる方が含まれ

ていたことから、府省によつては、議論そのものに戸惑つておられる方、政策論

に力点を置いて議論を展開される方などが時に見受けられた。

ウ こ のため、来年以降は、各府省が外部有識者を選定するに当たつては、公開プ

ロセスの場において外部の日で厳しく事業をチエックすべきことを事前に徹底す

る必要があるとともに、そもそも従来から当該府省の政策決定に携わる等の関わ

りがあつた方ではなく、関わりがなかつた方が選定されるようにすべきである。

また、■部の府省で、特定事業の関係者が公開プロセスの外部有識者に含まれ

ていた (※)こ とを踏まえ、事業の利害関係者となうていないかどうか、事前に

各府省で慎重にチェックを行うよう求めるべきである:

※当該事業の質疑が始まる前に利害関係者であることが判明したため、質疑から外れ、また、
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事業の評価にも参加していない。

③ 公 開プロセスにおける評価結果のとりまとめの問題

ア 公 開プロセスにおける評価結果のとりまとめは、外部有識者の評価結果や議論

の内容を踏まえ、的確に行われなければならないことは言うまでもない。

イ し かしながら、稀なケースではあつたが、とりまとめ役が、必ずしも評価結果

等を十分反映したとりまとめを行わなかつたとの指摘が外部有識者からなされて

いる。

ウ と りまとめ役は外部有識者の評価結果を忠実に踏まえたとりまとめを行う必要

があることを事前に徹底するとともに、万が一、外部有識者の評価結果と異なる

とりまとめを行う場合には、何故そのような結論となるのかその場で十分に説明

を行い、外部有識者からの合意を取り付けた上で結論付けが行われるようにする

ことが必要である。

(3)公 開プロセスの対象外の事業の点検について

① レ ビューの実効性を確保するには、公開プロセスの対象外の事業についてもしつ

かり点検を行う必要があることは言うまでもない。

② こ のためt各 府省に対して、

ア 対 象外の事業が多数あることを踏まえ、各府省が指名する外部有識者の数を増

やす

イ 総 務省の例を参考にして、今年のレビューの経験を踏まえt事 業横断的なチェ

ックリス トの作成を検討するなど、事業所管部局が自律的かつ効率的に事業の点

検を行えるようにする

ウ 当 年の公開プロセスの結果明らかにされた横断的な見直しの基準に基づく見直

しを省内における検討の際に徹底する

等の取組を求めることが必要である。

(4)複 数部局等|二またがる政策に関する事業のレビューについて

① 各府省のレビューシートがほぼ同時に出そろう結果、特定の政策テーマについて、

府省内の複数の部局、さらには複数の府省がそれぞれの所掌事務に応じて事業を実

施しているケニスがあることがわかる。

‐
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② このようなケースにおいてはt政策全体の中における当該事業の位置づけが必ず

しも明らかになっておらず、外部有識者からも、これが議論をしにくくしていると

の指摘があったところである。また、一部に事業内容の重複が疑われるケニスもあ

| る も                                、

③ このような事業の点検を行う場合には、当該政策分野の政策手段が二覧できる資

料が関係部局 口関係府省において作成され、レビュニシートとともに公表されるよ

うにすることが望ましい。

(5)政 策評価との関係について

① 無 駄のない効果的な事業の実施を確保するためには、様々な手法で事業の点検を

行うことが重要である。一方で、点検を行う手法が多岐にわたる場合、点検される

側にとつてはかなりの手間となることから負担感が重くなり、かえって仕分けマイ

ンドの定着には逆効果ともなりかねない。

② 特 に、レビュァと、成果目標に照らした政策の達成度をチェックする手法として

の政策評価との関係については、本年のレビュニの試行に際して、その重複が生じ

ないよう役割分担を図つたところであるが、お互いの有機的な関連性まで踏み込ん

で役割分担を行う必要がある。

③ こ のため、来年の本格実施までに、政策評価を所管する総務省行政評価局と相談

を行いながら、お互いの役割分担と連携の在り方、各府省の事務負担の軽減などに

ついて検討を行い、来年のレビューまでに結論を得るべきである。

(6)再 仕分けとの運動について

① 4で 述べたように、レビ■Tの 結果の平成23年 度概算要求への反映状況のチエ

ックの結果、事業の見直しが不十分で、各府省も十分な説明責任を果たしていると

は考えられない例が見受けられたところである。

② こ のような見直し不十分な事業を放置することは、レビューの実効性を損なうこ

とになると同時に、非効率で効果の低い事業の見直しに真摯に取り組んだ部局 3職

員のレビューに対する意欲を減じることとなることから、許されないことである。|

③ こ のため、この秋に予定されている事業仕分け第3弾 (再仕分け)に 向け、行政

刷新会議において反映状況についてのチエツクを更に行い、問題があると考えられ
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る事業については再仕分けの対象にする、財政当局に厳しい査定を求める、政策目

標の達成度の厳しい検証を政策評価担当部局に求める等により、各府省が説明責任

を果たせるようにする必要がある。

④ な お、事業の見直しが不十分な状況が来年以降も続く場合には、その程度に応じ

て、これを是正させるための措置を講じていく必要がある。

(7)レ ビ三―の手法の新規事業への応用について

① レ ビューは実態把握を行うことを前提に行われるものであり、点検の対象は執行

を終えた年度の事業となることから、事後チェックとなる。チェックの結果は新規

に立案する事業にも生かされる必要があるが、仮に、十分に生かされない場合、後

で問題点の指摘があつても既に執行済みとなつてしまうため、いわば 「イタチごつ

こ」のような状態が続くことが懸念される。

② こ のような状態の発生を防ぐためには、新規の事業についてもレビューの手法を

活用し、立案の過程において、客観的な視点で事業の点検を行えるような工夫を検

討すべきである。                     ,

③ 例えば、

ア 新 規に立案される事業であつても、レビューシー トの記入項目のうち、事業目

的、事業概要、要求額などを記述し、公表する

イ 政 策課題の設定や実現手法の選択、過去の事業仕分けやレビューによる点検結

果の反映等が適切になされているか、外部の日でチェックを行う

等の取組の実施を検討すべきである。

(8)情 報公開の在り方について

① 今 回:約 5, 400通 のレビューシァトが各府省のホームページなどで公開され

たことにより国の事業の全体が明らかになつたことは、画期的なことであつた。

② 一 方で、レビューシートのわかりやすさを優先した結果、予算書に掲載されてい

る予算項目とレビューシートで華理された事業の単位が必ずしも一致していない、

十分な検索システムが整備されていないといつた問題が指摘できる。

③ レ ビューは、本来、国の事業の実態を国民に対しわかりやすく示すことに主眼を

置いた取組であることからすれば、情報へのアクセスのしやすさを高めることは取
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組の意義を高める上で重要な課題である。予算項目とレビュァシートの単位をの整

合性を取ることが必ずしも容易ではないなどの問題はあるが1各 府省のホームペー

ジの充実と併せ、検索可能性の向上などを検討する必要がある。
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(1)国の事業については、各府省が'DCA(Plan(立 案)‐Do(実行)‐Check(点検)…Action

(改善))の サイクルを適切に繰り返すことにより、非効率 口低効果な事業が排除さ

れることが期待されてきた。しかしながら、現実には、Cと Aが 十分行われてきたと

は言い難い。これまでの事業仕分け、そして今回のレビューにおける外部の目による

点検の結果を踏まえて廃止され、また、何らかの形で改善された事業が多数あつたこ

とは、その証左である。                     .

(2)ま た、非効率 ・低効果な事業が十分な点検 ・見直しが行われないまま温存されてき

たことは、国の行政機関に対する国民の不信の原因の一つになっているものと考えら

れる。多くの民間企業が厳しい経営環境の下で懸命なコスト縮減努力や事業の淘汰を

行うているのに比べt国 民の税金を効率的かつ効果的に使うことに対する意識がまだ

甘い部局がある。

(3)今 回、レビューの取組により、各府省自らが、非効率 ・低効果な事業の存在を明ら

かにしたことは、このような意識を改めるための第二歩として評価されてしかるべき

ものと考えられる。              ・

無論、各方面から指摘されているように、改善すべき点は少なくないが、今後も各

府省が自律的に事業の厳しい点検を行い、点検結果を的確に事業に反映させるという

レビュニの取組を国民の目に見える形で毎年継続して行つていくことで、行政に対す

|る国民の信頼が回復することが期待される。

(4)ま た、レビューを各府省に定着させるためには、個々の職員のこの取組に対する意

欲を喚起する必要があるしこのため、各府省は、真摯に事業の点検や予算への反映に

取り組んだ職員を人事評価等において積極的に評価することが重要である。

(5)行 政刷新会議は、引き続きレビューの取組の定着による自律性のある国の行政運営

の実現に取り組んでいく。
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各府省の行政事業レビュー点検結果の平成23年 度概算要求への反映状況 (集計表)
参考資料

所  管

一般会計 + 特 別会計 般 計 特 別 計

21年度行慇

事業 レ
ビュー対舅

事業数

「廃止」「PA善J事業計 21年度行麟

事業 レ
ビ■―対象

事業数

「廃止」事業 「改善」事業 r廃止」「改善」事業計
惨 考)
23年度要求督

21年度行
政事業レ
ビュー対
象事業数

「廃止」事業 「改善」事業 「廃止」「改善」事業計
(参考)
23年度要求審事業数 反映額 事業数 反映額 事業数 反映額 事業数 反映額 事業数 反映額 事 業数 反映額 事業数 反映額

勺 閣 府 本 哺 ▲‖1,166 A103.660 A7.506 ▲‖1,166 314,933

ミ正 取 引 委 員 会 3 ▲17 1 ▲11 1 ▲6 2 ▲17

旨  察   膚 ▲3.343 ▲3.343 ▲3.343 160.518

さ  融   埼 7 ▲96 7 7 ▲96 7 ▲96 3.879

肖 費 者 膚 A543 ▲98 ▲445 ▲543

務 省 70 ▲14.371 A2i363 ▲12.008 ▲14.371 836、686

去  務   嗜 ▲4,367 A4,367 ▲4,367 170,499

中  務   嗜 ▲43.503 705 ▲384 ▲43.124 ▲43.508 489,423

オ  務   者 J 1ヽ1,249 2 ▲41 ▲10,328 ▲10,869 258.477 1 ▲380 1 A380 114,008

た 部 科 学 喘 ▲122,629 500 ▲27,100 ▲92,014 ▲119,‖4 5.557.036 3 A34 J、3,431 ▲3.515 141:756

卓 生 労 働 名 ▲468,136 A2.257 329 A75,330 ▲77.587 15,991.53, ▲16.669 ▲374,880 A390,549 58,685,132

躍 林 水 産 著 489 288 ▲315,093 ▲78.051 ▲49,986 ▲128,037 i,393.681 7 ▲24315 ▲162,241 A187,056 1,224,339

こ 済 産 業 名 ▲145,097 ▲6,773 A20,628 A27,401 339,959 A75,412 A42.284 ▲117,696 1,041,530

ヨ 土 交 通 省 526 ▲50,599 ▲25,931 A16,314 A42.745 3.668,838 1 ▲205 ▲7.649 ▲7.354 2,777,337

環   境    省 355 ▲30.430 ▲993 ▲12.473 ▲13,466 153,110 ▲1.652 ▲15,312 ▲16,964 30,652

け 衛 481 ▲7,143 ▲7.148 ▲7.148 2,436,746

合   計 4.573 ▲247.661 1,888 ▲356,116 2,267 ▲603,777 31,779,955 857 Al17,337 ▲606,177 A724,014 64,015.254

帝1)レ倉警9慇舞Iげだてお巣雪:「
要求額」欄を墜

`|に
ついて11 各ヽ府省で公表している 「行政事業レビュー点検結果の平成23年度概算要求への反映状況について」等を基に、21年度の行政事業レビュー対象事業を行政刷新会議事務局において以下の

ア 「廃止」は、レビュァの点検の結果、23年度概算要求において廃止されたものである。 (レビューの点検以前に21年度末までに廃止●れたものは含めてしヽない。)

面等“改暮議言t塘た」鸞歯凛晨継貫芸黙あ基暑膚管嶼猿量讐用暑含?景暑腸T経釈1よを『Fある。(各府省が
「廃止」と結書付け下いても:実際,守=が数午後(段階的廃止)になるものについては、ここでは「改善」としで整理している。また、執行

注2 事 業によっては、一般会針と特別会計の両会計から構成されているものがあり、一般会計と特別会計の事業数を合計した数が 「一般会計+特 Bll会計」欄の事業数と合わない場合がある。
注3 (参 考)23年度要求額は、行政事業レビュー対象となる事業のみの合計額であり、その中には、23年度要望額も含まれている。
注4 各 府省公表資料の要なる精査等により、今後計数に異動を生ずることがある。


